
2019年度
桃山学院大学法学部シンポジウム

会場 桃山学院大学和泉キャンパス ２号館３０１教室

お問い合わせ先

〒594-1198
大阪府和泉市まなび野1番1号
桃山学院大学

学部事務課 「法学部講演会」係

TEL:0725-54-3131（代）
FAX:0725-54-3202
E-mail:gakubuop@andrew.ac.jp

インターネットと消費者
2019年8月5日(月)

シンポジウム

松本 恒雄 氏 （国民生活センター理事長）講演講師

松本 恒雄 国民生活センター理事長

本間 法之、馬場 巌、永水 裕子、花元 彩、田中 志津子 （法学部教員）
パネリスト

9:30～12:00
（開場9時）

主催 桃山学院大学法学部

協力 独立行政法人 国民生活センター

基調講演

パネルディスカッション

定員 学生・一般 100名無料 申込不要

スマートフォンの普及によりインターネットを使うツールが急増し、インターネットは

私たちの日常生活に欠かすことのできないものとなりました。

そのインターネットには、便利な反面、様々な危険が潜んでいます。

インターネット社会で「消費者」としてどのように行動すればよいかを一緒に考えて

みませんか。

「インターネット利用に伴う消費者問題の現状」

※教員免許状更新講習と同時開催です。
学生・一般の方に参加頂けるのは、本

シンポジウムのみとなります。
※定員を超過した場合には、別教室にて
会場からの中継映像をご覧頂くことがあ
ります。


